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この基準は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕計画を

実施するための基準として制定したものです。また、この基準は、官庁営繕関係基準類

等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。 

利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利

用ルール（http://www.mlit.go.jp/link.html）をご確認ください。 

国土交通省大臣官房官庁営繕部 

技術基準トップページはこちら（関連する基準の確認など）
http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html 
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補足事項

原則として、一般庁舎の面積算定にあたっては、新営一般庁舎面積算定基準（以下「基

準」という。）により算出する。ただし、以下に掲げる補正を行う。

１．事務室、会議室の面積は、基準の１０％増で算出する。

但し、事務室及び会議室にスライドして計算される倉庫及び交通部分については、

１０％増前の面積によるものとする。

２．合同庁舎において第１次出先機関が入居する庁舎の事務室は、４．０平方メートル×

換算人員で算出する。

３．中央官庁において上級室（部長級以上）を整備する場合には、４．０平方メートル×

換算人員を原則とする。

上級室以外の事務室は５．０平方メートル×換算人員で算出する。

注）換算人員とは、執務人員及び職階に応じて下記の換算率によって算出された数

をいう。

また、中央省庁再編に伴い下記のとおり事務室を追加、改定する。

区 大 副 大 次
臣

大 政
臣 務 官

臣 官

分 級 級 級 級

換算率 30 20 18 18

注）・大臣級には、便所、洗面を設置する。

・副大臣級、大臣政務官級、次官級には洗面を設置する。
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区 分 室 名 摘 要

１．敷地面積 建築面積の木造の場合４倍、耐火造の場合２．５倍を標準とする。

２．執務面積 事 務 室 ３．３平方メートル×換算人員

一般事務室及び （注）換算人員とは、執務人員及び職階に応じて下記の換算率によって算出された数をい

う。

応 接 室 １．中央官衙（省庁）

区 大 次 局 次 部 課 補 係 一

臣 官 長 長 長 長 佐 長 般

分 級 級 級 級 級 級 級 級 級

換算率 30 20 15 12 12 5 2.5 1.8 1

２．地方大官庁（局）地方ブロック単位

区 局 次部 課 補 係 一

長 長長 長 佐 長 般

分 級 級 級 級 級 級

換算率 18 9 5 2.5 1.8 1

３．地方小官署（署、所）県単位以下

区 所署 課 補 係 一

長長 長 佐 長 般

分 級 級 級 級 級

換算率 10-6 2.5 1.8 1.8 1.0

（注）１．換算人員の算出に当たって、

(a) 事務室内に定位置をもたないものは含まない。

(b) 製図者に対する換算率は、１．７とする。

２．裁判所及び検察庁における判事室、検事室は、別途に面積基準を定める。

３．上記以外の特別な職員に対する換算人員は、実状に応じて算出する。

３．付属面積 会 議 室 大、中、小会議室は、職員１００人当たり４０平方メートルとし、１０人増すごとに４平

方メートル増加する。ただし、官庁の特殊性により上記により難い場合は、別途算出する。

電 話 交 換 室

換算人員 回 線 数 交 換 機 の 型 式 所要面積（㎡）

交換手休憩室、

電池室その他の ８０ ２０以下 ボタン電話装置 －

所要付属室を含

む。 １２０ ３０ クロクバー簡易キャビネ ３６

１６０ ４０ ット型中継台式

２４０ ６０

３２０ ８０ クロスバーキャビネット ４０

４００ １００ 型中継台式

６００ １５０ 〃 ６８

８００ ２００

１，０００ ２５０ 〃 ９４

１，２００ ３００

１，２００ ３００ クロスバー架形中継台式 １２０

１，６００ ４００ 〃 １５５

２，４００ ６００ 〃 ２２０

３，２００ ８００ クロスバー架形中継台式 ２８４

４，０００ １，０００ 〃 ３４７

４，８００ １，２００ 〃 ４０９

５，６００ １，４００ 〃 ４７０

（注）庁務の性質により上記により難い場合は実状に応じて回線数を増減する。
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区 分 室 名 摘 要

倉 庫 事務室面積の１３％とする。台帳倉庫等特に業務上必要なものは、別途計上する。

宿 直 室 １人まで１０平方メートル（３坪）とし、１人増すごとに３．３平方メートル（１坪）を

（押入れ、踏込共） 加算する。

庁 務 員 室 １人まで１０平方メートル（３坪）とし、１人増すごとに１．６５平方メートル（０．５

（押入れ、踏込共） 坪）を加算する。

湯 沸 室 ６．５平方メートル（２坪）～１３平方メートル（４坪）を標準とする。

（注）耐火構造で高層の場合は、別途算出する。

受付及び巡視溜 １．６５平方メートル（０．５坪）×（人数×１／３）を標準とし、６．５平方メートル

（２坪）を最小とする。

便所及び洗面所

（改 定） 全職員数 所要面積（㎡）

２５人未満 ２６

２５人以上 ３５

５０ 〃 ４０

１００ 〃 ４６

１５０ 〃 １人当たり０．３２平方メートル

昭和３６年７月１４日付けの補訂で基準を改訂

医 務 室

（追 補） 全職員数 所要面積（㎡） 全職員数 所要面積（㎡）

２５人未満 ２２ ６００人以上 １４０

２５人以上 ２８ ７００ 〃 １４３

５０ 〃 ３５ ８００ 〃 １４６

１００ 〃 ４５ ９００ 〃 １４９

１５０ 〃 ５５ １，０００ 〃 １５７

２００ 〃 ６５ １，５００ 〃 １７３

２５０ 〃 ７５ ２，０００ 〃 １８８

３００ 〃 ８５ ２，５００ 〃 ２０３

３５０ 〃 ９５ ３，０００ 〃 ２１８

４００ 〃 １０５ ３，５００ 〃 ２３０

４５０ 〃 １１５ ４，０００ 〃 ２３０

５００ 〃 １３０

室名欄の（追補）は、昭和３６年７月１４日付けで追加された基準の補訂案を示す。

売 店（追補） 全職員１５０人以上に設け、１人当たり０．０８５平方メートルとする。

食堂及び喫茶室

（追 補） 全職員数 所要面積（㎡） 全職員数 所要面積（㎡）

５０人未満 ０ ６００人以上 ２８０

５０人以上 ３２ ７００ 〃 ３１０

１００ 〃 ５４ ８００ 〃 ３３８

１５０ 〃 ７５ ９００ 〃 ３６６

２００ 〃 ９７ １，０００ 〃 ４５０

２５０ 〃 １１８ １，５００ 〃 ５９０

３００ 〃 １４０ ２，０００ 〃 ７３０

３５０ 〃 １６１ ２，５００ 〃 ８７０

４００ 〃 １８３ ３，０００ 〃 １，０１０

４５０ 〃 ２０４ ３，５００ 〃 １，１５０

５００ 〃 ２３７ ４，０００ 〃 １，２９０

理 髪 室

（追 補） 全職員数 所要面積（㎡） 全職員数 所要面積（㎡）

９０未満 １１ ２，３８０人以上 ６９

９０以上 ２１ ２，７９０ 〃 ７５

２９０ 〃 ３０ ３，１７０ 〃 ８０

５３０ 〃 ３９ ３，５６０ 〃 ８５

８２０ 〃 ４８ ３，９２０ 〃 ９１

１，２２０ 〃 ５５ ４，３２０ 〃 ９９

１，９７０ 〃 ６２ ４，６８０ 〃 １０６
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区 分 室 名 摘 要

４．設備関係 機 械 室 ここで有効面積とは、２の執務面積と３の付属面積を合計したもので、設備関係面積及び

面 積 交通部分を含まないものとする。

（追補）

a）直接暖房の場合 （単位：㎡）

室名 衛 生 ボイラ エレベ 受水槽

水槽室 監視室 ーター 排 煙 合 計

有効面積 関係室 ー 室 機械室 機械室

２００以上 ２０ ２０

５００ 〃 １２ ２２ ３４

１，０００ 〃 １８ ４１ １６ ７５

２，０００ 〃 ２６ １８ ６１ １８ ３４ １５７

３，０００ 〃 ３６ ２３ ８３ ２７ ４２ ２１１

５，０００ 〃 ５１ ３３ １３７ ３７ ４９ ６４ ３７１

１０，０００ 〃 ５８ ４５ ２１５ ５８ ８０ １０７ ５６３

１５，０００ 〃 ６０ ５４ ２９１ ７２ １１０ １５３ ７４０

２０，０００ 〃 ６１ ６３ ３６８ ８２ １４１ ２１１ ９２６

（２５，０００未満）

b）熱風炉温風暖房の場合（追加） （単位：㎡）

室名 衛 生 熱風炉 エレベ 受水槽

水槽室 監視室 ーター 排 煙 合 計

有効面積 関係室 機械室 機械室 機械室

２００以上 ２０ ２０

５００ 〃 １２ ２８ ４０

１，０００ 〃 １８ ４３ １６ ７７

２，０００ 〃 ２６ １８ ７４ １８ ３４ １７０

c）温風暖房の場合 （単位：㎡）

室名 衛生関係室、水槽室、 空 調 受水槽

ボイラー室、監視室、 排 煙 合 計

エレベーター機械室は、 機械室 機械室

有効面積 直接暖房の場合に同じ。

５００以上 ３４ ８１ １１５

１，０００ 〃 ５９ ９９ １６ １７４

２，０００ 〃 １２３ １２４ ３４ ２８１

３，０００ 〃 １６９ １６１ ４２ ３７２

５，０００ 〃 ３０７ ２４８ ６４ ６１９

１０，０００ 〃 ４５６ ３７０ １０７ ９３３

１５，０００ 〃 ５８７ ４９１ １５３ １，２３１

２０，０００ 〃 ７１５ ６１２ ２１１ １，５３８

（２５，０００未満）

d）冷暖房の場合（一般庁舎） （単位：㎡）

室名 衛生関係室、水槽室、ボ

イラー室、監視室、エレ 受水槽室 合 計

ベーター機械室、空調機 冷凍機室 排 煙

械室は、温風暖房の場合 機 械 室

有効面積 に同じ。

※ ５００以上 １１５ １１７ ２３２

※ １，０００ 〃 １５８ １３７ １６ ３１１

２，０００ 〃 ２４７ １５５ ３４ ４３６

３，０００ 〃 ３３０ １７５ ４２ ５４７

５，０００ 〃 ５５５ ２１２ ６４ ８３１

１０，０００ 〃 ８２６ ２４９ １０７ １，１８２

１５，０００ 〃 １，０７８ ２８８ １５３ １，５１９

２０，０００ 〃 １，３２７ ３２７ ２１１ １，８６５

（２５，０００未満）

（注）※印の場合は、原則としてe）を用いる。
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区 分 室 名 摘 要

e）冷暖房の場合（小規模庁舎） （単位：㎡）

室名 衛生関係室 冷 凍 及 び 受水槽室

及び熱風炉 空 調 機 械 室 排 煙 合 計

有効面積 機 械 室 (パッケージ型) 機 械 室

２５０程度 ２５ ５０ ７５

５００以上 ４０ ８１ １２１

１，０００以上 ６１ ９９ １６ １７６

電 気 室

暖房方式 直接暖房、熱風 温

炉温風暖房の場 風 冷暖房の場合

合 暖

房

手 電 の 高 特

動 磁 場 圧 高

操 式 合 受 受

作 操 電 電

有効面積 作

２００以上

５００ 〃 １７ ２８ ４５

１，０００ 〃 ２６ ３９ ６１

２，０００ 〃 ３６ ５２ ７８

３，０００ 〃 ４２ ５６ ６５ ９６

５，０００ 〃 ５３ ７７ ８８ １３１ １８４

１０，０００ 〃 ９９ １１４ １６８ ２３４

１５，０００ 〃 １１７ １３４ ２７５

２０，０００ 〃 １３３ １５３ ３１５

（２５，０００未満）

自家発電機室 （単位：㎡）

有効面積 所要面積

５，０００以上 ２９

１０，０００ 〃 ４４

１５，０００ 〃 ５６

２０，０００ 〃 ６８

（２５，０００未満）

５．交通部分 玄関、広間、廊下、 耐火造庁舎は、上記各室面積合計（別棟のものを除く。）の３５％、木造庁舎は、３０％

階段室等 とする。

ただし、必要に応じて４０％まで認める。

渡り廊下は、実状に応じて計上する。

６．車 庫 自 動 車 置 場 大型車（トラック４トン積程度）１台につき２０平方メートル（６坪）、中型車（乗用

車）１台につき１８平方メートル（５．５坪）、小型車１台につき１３．２平方メートル

（４坪）とする。

（注）特殊な車輌については、実状に応じて算出する。

運 転 手 詰 所 １．６５平方メートル（０．５坪）×（人数）を標準とする。

摘 要

新聞記者室、印刷製本室、公衆室、休憩室、待合室、その他の室が必要な場合は、実状に

応じてその面積を算定して、有効面積に加算する。


